
茨木市障害者地域自立支援協議会定例会（第１３９回）議事録 

 

令和８年２月２６日（木）10：00～１０：５５ 

於：ハートフル３階交流室         

司会：あい・あい 

 

出席者（敬称略）  ２5 人 

会場 タクト/ リーベ/ てん/ ゆうあい/ 菜の花/ 

藍野療育園/ あゆむ/ 事業所連絡会/  

ひまわり/ 社会福祉協議会/ 就業・生活支援センター/  

茨木支援学校/ 茨木保健所 

福祉総合相談課/ 障害福祉課/ 発達支援課  

ZOOM 藍野療育園/ ほくせつ２４ 

 

１ １月事務局会議の報告について 

【資料①】１月事務局会議議事録 参照 あゆむから報告 

   こども支援部会：人権についての研修⇒「連携」についての研修に修正 

     

２ 定例会メンバーからの報告・意見交換 

 （12 月定例会シートからの追加事項） 

・事業所連絡会より 

３月１２日虐待防止研修会を開催 意思決定支援を中心にほわほわの会代表理事を

迎えて実施 事業所間の顔の見える関係づくりとして同日に懇親会開催予定（企画は

ソーシャルワーカー部会が担当） 

    ・地域生活支援拠点等 PT より 第３回会議を３月に開催予定 

・当事者部会より 

 １月２１日 茨木市令和８年度新人職員40人を対象とした研修に招かれ、前半ではぽ

ぽんがぽんが講話をされ、後半のグループワークでは当事者が自身の障害について

や困りごとについて話をし、意見交換を通しての交流を図った。 

 ２月 24日 当事者部会にて、吹田の当事者部会と意見交換を行った。 

     

３ 令和８年度自立支援協議会について 

   機構改正について福祉総合相談課より 

議会の議決が必要となるが、４月以降の体制（予定）について共有しておきたい。 

福祉総合相談課の再編に伴い、障害分野は障害福祉課、高齢分野は長寿政策課（新

設予定）、生活困窮（あすてっぷ）は地域福祉課になる予定。詳細は次回の定例会で報

告する。 



質疑１ 再編の意図を知りたい 

応答１ 加速度的な高齢化に伴い、高齢者施策を強化するため、２部３課に分散してい

た高齢者施策担当課を集約する意図である。 

質疑２ 再編後の直営の基幹相談支援センターはどうなるのか 

応答２ 基幹の機能は障害福祉課へ再編。２G が障害福祉課に移動し、障害福祉課に

グループが１つ増えるイメージである。 

質疑３ 再編後の連絡先について変更があるか確認したい 

質疑３ 障害福祉課や地域福祉課に編入する業務は編入後の現在の連絡先となると想

定している。 

      新設される長寿政策課の連絡先は未定。４月に向けて３月中に決定される予定。 

【資料②】令和８年度 自立支援協議会予定表 

次年度もハイブリッド開催の継続でよい。 

ZOOM参加者は会場出席者を全体的に把握するのが難しいため、チャットで事前に 

共有して欲しい。 

【資料③】令和８年度 各部会・PT役割分担表/令和８年度 共同事務費担当について 

令和８年度 福祉総合相談課⇒障害福祉課に変更予定 

   

４ その他 

○共同事務費について 

 【資料④】共同事務費での啓発グッズ購入について 

自立支援協議会がどういったものか関心を持ってもらうためのグッズを資料のとおり検

討している。裏面は二次元コードを表示する案が出ており、予算内で作成できる。 

納品時に封入された状態であれば、啓発方法としてアナログ媒体を合わせて配布すると

いう方法もあるのではないか。⇒ 配布方法、アナログ媒体等の封入については持ち帰る

こととする。付箋は今年度の予算で対応するため、購入に関しても承認をもらえるか。 

◎啓発グッズの作成と付箋の購入について定例会出席者の承認を得た。 

 

〇令和７年度第２回全体会振り返り 福祉総合相談課より報告（資料なし） 

   議題１ 自立支援協議会の啓発活動について 

イベントの開催のことを知らなかったため事前に知りたかったという意見があった。 

   議題２ 就労支援部会からの報告 

就労継続支援B型の工賃に関する質問が複数あった。 

   議題３ その他 

障害福祉課からの報告 ①来年度障害福祉計画の全面改訂年となる。 １２月までに改

定を確定させることになる。②ともしび園は９月から指定管理を再開している。定員には

まだ空きがある状況だがスタッフの確保もあるため、相談しながら活用して欲しい。③就

労選択支援は先行実施で就 B 対象の事業展開のみだが、令和９年度の本格実施に向

けて準備中である。茨木支援学校の卒業生が在学中にどのように活用していくかを検



討している。  

 

○その他機構改正に関すること 

  R8.4 月からの福祉部の新体制（議会議決後の予定） 

地域福祉課：生活困窮、地区保健福祉センターの業務が編入 

  長寿政策課：高齢者施策、地域包括支援センター、認知症 

  生活福祉課：変更なし / 障害福祉課：福祉総合相談課２Gの業務が編入 

  介護保険課：介護保険に関すること 

  こども分野の機構改正の予定はあるか。⇒ 特に予定していない。    

 

 

 

○次回の定例会は、４月 2３日（木）10時～ 

開催形態：対面とオンラインのハイブリット（予定） 

場所：ハートフル３階交流室 

進行：市 

 

 

 

 

 

 


